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法人申告件数 個人申告件数

個人・法人の申告件数は20年間で約1.6倍に増加
申告書提出件数は顕著な増加。特に17年度は消費税免税点引下げや

公的年金等控除の見直し等の税制改正に伴い約300万件増加。

申告件数の増加

（注） 法人税は各事務年度（7月1日～6月30日）中に申告期限が到来したものに係る件数、所得税は各年分の件数、消費税は各年度（4月～3月）中に

課税期間が終了したものに係る計数を計上。

（年度）

（万件）

20年間で約1.6倍

約300万件

1,881 3,000
（ 法 人税 ・ 消費税 ） （ 所得税 ・ 消費税 ）
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 　(注)　いずれも翌年３月末日までに提出された申告書の計数である。

　　所　得　税　の　申　告　人　員　等　の　推　移

699 696 659 663 699 735 781
867 864 882 909 862

981

1,000 1,039 1,063 1,094 1,082 1,196 1,225 1,269

771 780 797
855 856 858 843

822 802 824 827

622

740 727 708 687 693 744

829 823 777

214 216 242 213 216 219 238
238 261 259 267
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2,318

2,0021,926 1,946 2,028 2,038 2,066 2,087 2,139 2,167

2,349

1,771

1,966

1,8621,811

1,927

1,697 1,731

単位：億円
70,000

60,000

50,000
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申告納税額申告書提出件数

下記以外

納税人員

還付人員

申告納税額

2,362

1,6921,684

41,827 

43,248 53,637

66,023 65,752

40,893

42,594

34,306

34,647

36,302

35,013

29,430
26,110

26,753

25,697

23,891

23,709

24,058

26,734
28,971

29,987
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（万枚）

（注１） 国外送金等調書とは、国外への送金及び国外からの送金を受領した金額が200万円を超えるものについて、金融機関等から税務署に提出される法定調書
のことである。

（注２） 平成21年４月から、国外送金等調書の提出基準は、200万円超から100万円超に引き下げとなる予定。

経済取引の国際化・広域化・高度情報化の進展

適正・公平な課税を確保するため、国際的租税回避スキームや広域的に
事業展開する企業グループへの対応、電子商取引など先端分野への対応
が必要。

国際化・高度情報化等の進展

（法人数）

（年度）
（年度）

（例１） 国外送金等調書の提出枚数の推移 （例２） 外国法人数の推移

10年間で約2.8倍
391224

制度導入時（平成10年）

の約1.7倍

5,7192,074
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申請件数

親・子法人数合計

（例３） 連結納税に係る承認申請の推移

（申請件数等累計）

（例４） 電子商取引の市場規模の推移

（注１） 経済産業省の実施する電子商取引に関する実態・市場規模調査（平成10年度より継続的に実施）に基づき作成している。
（注２） 各年度の金額は上記調査に基づくＢtoＢ（企業間取引）及びＢtoＣ（企業と一般消費者との取引）の市場規模の合計額としている。
（参考） 「平成19年度我が国のＩＴ利活用に関する調査研究」（20年８月18日経済産業省プレスリリース）

（兆円）（法人数）

（年度）
（年度）

連結納税制度創設

から約6.7倍

1679 平成10年度（注１）

から約19倍
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業務量の増加、業務の質的困難化に伴い実調率は低下

（注）「法人実調率」は、実地調査の件数を対象法人数で除したもの。
「個人実調率」は、実地調査（着眼調査を除く）の件数を税額のある申告を行なった納税者数で除したもの。

個人実調率、法人実調率の推移
（実調率）

個人実調率、法人実調率の推移

0.0%
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4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%
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実調率

法人実調率

個人実調率
4.2％

16.1％

4.9％

0.8％

2.4％

9.3％

（注）「法人実調率」は、実地調査の件数を対象法人数で除したもの。
　　　「個人実調率」は、実地調査（着眼調査を除く）の件数を税額のある申告を行なった納税者数で除したもの。

実調率の低下
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定員

○ 国税庁の定員は、昭和42年以降、経済動向の変化、税制の複雑化等にあわせて増加してきた
が、平成９年度をピークとして10年度以降は減少を続け、18年度までの間に△1,043人の純減。

○ その後、「今後の行政改革の方針」（平成16年12月24日閣議決定）等において、国税事務の重
要性に対する理解が示される中、平成19･20年度については純増となった。（なお、平成18年度か
ら21年度までは、「新たな定員合理化計画」に基づく定員の合理化に取り組んでいるところ。）

【参考】 「今後の行政改革の方針」（平成16年12月24日閣議決定）<抄>
『…このような合理化の取組を通じて、平成17年度から平成21年度まで5年間に平成16年度末定員の10％以上を削減することを目
指す。このため、平成17年夏に定員削減計画を改定する。これにより、府省内はもとより、府省を越えた定員の再配置を進め、治安、
徴税等真に必要な部門には適切に定員を配置するなど、行政需要の変化に対応したメリハリのある定員配置を実現する。その際、
府省を越える配置転換の一層の活用に努める。』

国税庁定員の推移
57,202

年度

定員（人）

51,151

△1,043
56,159 56,216
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納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する。 

 

 

 

 

 

納税環境を整備し、適正・公平な税務行政を推進す

ることにより、内国税の適正・公平な賦課及び徴収

に努めます。 

 

 
 

 

 

酒税の賦課及び徴収のほか、酒類業の健全な発達を

図るため、消費者、製造業、販売業全体を展望した

総合的視点から必要な施策を行うとともに、未成年

者飲酒防止等の社会的要請に的確に対応するよう努

めます。 

 

 

 

 

 

 
税理士法に基づき、税理士に対する適切な指導監督

を行い、その業務の適正な運営の確保に努めます。 

 

 

実

 

績

 

目

 

標 
 

業績目標 2-1 

酒類の安全性の確保等 

酒類業の体質改善に向けた諸施策の実施 

 

業績目標 2-2 

酒類の取引の安定や未成年者飲酒防止等の社会

的要請などに対応した行政の推進 

 

業績目標 2-3 

酒類の製造及び販売業免許の適正・迅速な処理 

 
 

                 （適正かつ公平な税務行政の推進） 

業績目標 1-2-1 

関係法令の適正な適用 

 

業績目標 1-2-2 

適正申告の実現 

的確な調査・指導の実施 

 

業績目標 1-2-3 

期限内収納の実現 

厳正・的確な滞納整理の実施 

 

業績目標 1-2-4 

国際化時代に対応した税務行政の推進 

 

業績目標 1-2-5 

不服申立て等への適正・迅速な対応 

 

（納税環境の整備） 

業績目標 1-1-1 

国民各層の理解・協力をえるための広

報・広聴活動の実施 

国民の意見・要望等への的確な対応 

 

業績目標 1-1-2 

納税者の視点に立った適切な情報の提供 

相談等に対する迅速かつ的確な対応 

 

業績目標 1-1-3 

申告・納税の際の納税者の負担を軽減 

特に、電子申告等ＩＴを活用した申告・

納税の推進 
 

国 税 庁 の 使 命 

 

業

 

績

 

目

 

標 
 

（実績目標２） 

酒類業の健全な発達の促進 

（実績目標１） 

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収 

 

（実績目標３） 

税理士業務の適正な運営の確保 

 

「平成 20 事務年度 国税庁

が達成すべき目標に対する

実績の評価に関する実施計

画」（平成 20年６月） 

国 税 庁 の 実 績 の 評 価 

実 績 の 評 価 の 目 標 
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「国税関係業務の業務・システム最適化計画」の概要 

  業務・システム最適化の意義 

業務・システム最適化とは、業務運営の簡素化・効率化やＩＴ活用による利便性

の向上等を図ることを目的として､業務やシステムを最適な状態にする、ＩＴを活用

した業務改革をいう。 

  最適化計画の策定 

国税庁では、「電子政府構築計画」に基づき、平成18年３月に「国税関係業務の

業務・システム最適化計画」を策定・公表（平成19年5月及び平成20年5月一部改定）。 

 

 

 

 

 

 

 

＜「国税関係業務の業務・システム最適化計画」の基本理念及び主な施策＞ 

① 業務を的確に実施するための事務処理の簡素化・効率化 ⇒ 内部事務の一元化 

② ＩＴ活用による納税者利便性の向上等 ⇒ ｅ－Ｔａｘの機能・運用の改善 

③ ＩＴ活用による調査・滞納整理に関するシステムの高度化 

④ システムの安定性・信頼性及び情報セキュリティの確保 ⇒ ＫＳＫシステムのバックアップ 

センタの設置 

⑤ システム関係経費の削減及び調達の透明性の確保 ⇒ ＫＳＫシステムのオープンシステム化 

＜効果(試算:平成 20年 5月改定値)＞ 

 経費削減効果 年間１４１億円  業務処理時間短縮効果 年間延べ88,000人日 
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e-Taxの意義

• 納税者の利便性の向上等

➢ 税務署や金融機関の窓口に赴くことなく国税関係手続を行うことが可能

➢ 源泉所得税の毎月納付分、消費税の中間申告や納税、法定調書の提出など、

利用回数の多い手続の利便性が高い

➢ e-Taxに対応した市販の会計ソフトを利用すると、日々の会計処理や申告等デ

ータの作成から提出までの一連の作業が電子的に行え、事務の省略化やペーパ

ーレス化につながる

➢ 納税証明書が大量に必要な場合でも、電子納税証明書（電子データ）は何度で

も利用できるため一度の取得で済みコスト削減につながる

• 行政の簡素化・効率化

➢ 申告書等の収受・入力事務の削減

➢ 申告書印刷・郵送費用や申告書の編てつ・廃棄業務の削減

➢ 内部事務処理の効率化・ペーパレス化を目指す

➢ 行政当局間のシステム連携を通じた事務の効率化を目指す

9



これまでの具体的な取組

（添付書類）
納税者利便の向上の観点から、第三者作成の添付書類そのものの送付を不要とした。
① 「給与所得の源泉徴収票」、「特定口座年間取引報告書」及び「公的年金等の源泉徴収票」等については、源泉徴収義

務者等の電子署名を付した上でオンライン送信を可能とした。（平成19年1月及び平成20年1月実施）

② 平成19年分以後の所得税の電子申告における医療費の領収書、給与所得の源泉徴収票等については、当該書類の
提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することにより添付省略を可能とする。（平成20年1月実施）

（電子署名）
１． 税理士等が納税者の依頼を受けて税務書類を作成し、電子申告等を行う場合の納税者本人の電子署名の省略を可

能とする。 （平成19年1月実施）

２． e-Taxを利用することができるパソコンを税務署に設置し、e-Taxの利便性を体験してもらい、翌年以降、自宅などの
パソコンからe-Taxを利用してもらうことを目的とした施策を導入（平成20年1月実施）

（インセンティブ措置）
１． e-Taxを利用した還付申告書について、処理期間を通常の6週間程度から3週間程度に短縮（平成18年11月実施）

２． 電子認証の普及拡大のため、電子証明書を有する個人の電子申告に係る所得税額の特別控除を創設
（平成19年分又は20年分で適用）

（運用改善）
１． 平成18年分以降の所得税確定申告期間について、e-Taxの24時間受付を実施

（平成20年分確定申告期は、平成21年１月19日（月）～３月16日（月））

２． 庁ヘルプデスクの局を含めた大幅な充実など納税者サポート体制を強化(平成21年1月実施)

（システム改善）
１． Java実行環境のインストール不要措置に対応したシステム変更などe-Taxの使い勝手の向上策を実施

(平成21年1月実施)

２． メッセージボックスの確定申告のお知らせの表示項目に青色区分、消費税簡易課税の項目を追加
(平成21年1月実施)
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オンライン利用拡大行動計画（国税関係部分）の概要（平成20年９月12日 IT戦略本部決定）

前提条件

平成22年度 平成23年度

電子納税証明等の電子的受入の普及、一般的社会慣行化

平成24年度

600万件 1,300万件1,100万件認証基盤等の大幅な拡大（公的個人認証サービス・電子証明書発行枚数）

地方税ポータルシステム（eLTAX）の導入 市町村の大部分において導入されること

国、地方公共団体及び金融機関等で電子納税証明等の電子的受入が普及すること

平成25年度年　　度

1,200万件200万件 900万件

平成20年度 平成21年度

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成19年度（実績） 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

利
用
率

  　　　　65%

　　　 目標値

（40%）

（30%）

（55%）
（60%）

（50%）

  実績値
　  23.1%

 目標値
　 70％

（65%）

（56%）

（47%）
   実績値
　  37.8%

《オンライン利用拡大行動計画における目標値等》

※　（　　）は、目標値に向けた計画値を示す。

先行手続（11手続）

重点手続（15手続）
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納付手段の多様化
納税者の利便性の向上を図る観点から、納付手段の多様化に努めているところ。

１ コンビニ納付
平成20年1月から、休日、早朝や夜間にも利用できるコンビニ店舗で、国税の納付（注）

が可能。
（注）納付額が30万円以下で、コンビニ納付用のバーコード付納付書をお持ちの場合に

利用可能。

２ 電子納税（ダイレクト方式）
平成21年9月からは、納税者が事前に税務署と金融機関に届出をしておけば、e-Tax

による申告や徴収高計算書の送信の際に、クリックして選択するだけで、届出された
預貯金口座から即時又は納期限に納付が可能。

(参考：既存の納付手段）
○納付書による金融機関窓口等での現金納付
○口座振替による納付
○電子納税（インターネットバンキング、ＡＴＭ）
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○ 内部事務一元化は、税務署内の複数の部署で行っている内部事務を一つの部署（管理運営部門（仮称））で一体的
に処理することにより事務の効率化を図る施策であるとともに、納税者の方から見ても、窓口の一本化により利便性
が高まります。 

 
○ 昨年末に閣議決定された平成 21 年度政府予算案で全署実施のための予算、機構が認められたので、国会で予算が成

立すれば、平成 21 年 7 月から全国 524 税務署で実施する予定。 

内部事務の一元化とは 

 
 

 

 

 
○ 窓口関係事務 

  ・ 申告書等用紙の交付、収受 

  ・ 納税証明書の申請受付、交付 

  ・ 現金領収 

  ・ 各税の制度、手続などに関する 

   納税者からの相談（質問）への対応 

○ 申告書等処理事務 

  ・ 申告書等の入力、補正 

  ・ 徴収決定・還付手続 

  ・ 督促状の発付 

○ 納税者管理事務 

  ・ 転出入 

  ・ 各種届出書等の入力 

 
管理運営部門（仮称）

が行う主な事務 

 

メリット：納税証明書の請求のほか、申告書等の受付、税金の納付、税に関する

一般的な相談も一つの窓口で対応するため、納税者の利便性が向上 

 

納税証明書 

納税の種類 

○その１…納付すべき税額等 

○その２…所得金額 

○その３…未納の税額がないこと 

○その４…滞納処分を受けたことがないこと  
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電
話
相
談

面
接
相
談

受理した部署で対応

税
務
相
談
室

税務相談体制の見直し（税務相談の集中化）

納税者（税理士等職業会計人を含む）

相 談

回 答

個別照会等

電話交換手

納税者

（職業会計人を除く）

現在の相談体制（税務相談の集中化）

20年11月4日～全国524署に拡大

個別照会と判明した場合

所轄署に資料等を持参して面接に
より相談するよう案内。

電話による一般相談は、各国税局（所）の

電話相談センターで集中的に受け付け（平成18年度以降）

◎税目別相談体制

⇒より質の高い迅速な回答⇒納税者利便の向上

◎事務の効率化の促進

最寄りの税務署
に電話すると

①所得税
グループ

国税局電話相談センター

②資産税
グループ

③法人税
グループ

電話交換機
（ＰＢＸ）

△ △ 税 務 署

一般相談

自動音声案内

【１番】選択

【
２
番
】選
択

申告件数が増加する中、

① より多くの相談へ
の対応

② 限られた人員等
での対応

対応すべき相談の
範 囲 の 整 理

と

対応体制の見直し

（平成16年度以降）

・・・

従来の相談体制
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的確な調査・指導の実施

適正申告の実現のため、有効な資料情報の収集・分析に努めるとともに

⇒ 申告が適正でないと認められる納税者に対して的確に調査・指導を実施

⇒ 経済社会の国際化・高度情報化の進展を背景とした分野にも対応

実施状況

➢ 各種事務の見直しを行い、調査に係る事務量を可能な限り確保

➢ 高額・悪質な不正計算が想定される納税者など、調査必要度の高いものを中心に実施

➢ 申告内容や資料情報等からみて、申告漏れが明らかな場合や計算誤り等により是正が

必要なものについては、文書・電話、又は来署依頼により、幅広く接触を図り効率的な処

理を実施
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○ 実地調査の件数

※ 個人の着眼調査欄の平成15年度以前は要点調査の件数を、法人の重点項目調査欄の平成8年度以前は消費税着眼調査の件数を示す。

※ 個人の平成16年度以降の着眼調査には、来署・文書等により処理したものを含む。

➢ 限られた調査事務量を有効に活用するため、申告状況・資料情報等を

基に調査対象項目を絞った短時日の実地調査（着眼調査・重点項目調査など）

を実施

⇒ メリハリのある調査体制

（単位：千件）

平３年度 平８年度 平13年度 平14年度 平15年度 平16年度 平17年度 平18年度 平19年度

個人

着眼調査 54 50 7 6 8 191 169 183 175

一般調査 110 103 65 68 62 49 55 63 61

法人

重点項目調査 42 30 19 19 18 24 32 34 47

一般調査 137 145 102 98 92 96 107 108 96
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※　16事務年度以降は、資料情報等の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を短期間で行う着眼調査を除いた調査事績である。

568

619
590 581

593
623 627

606
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670 683 684
723

899

835 846

965

0
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700
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900

1,000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

調査１件当たりの申告漏れ所得金額

平成19事務年度の個人調査１件当たりの申告漏れ所得金額は平成3事務年度と比べ、

約１．７倍に増加。

個人調査１件当たり申告漏れ所得金額の推移万円

事務年度

17



7,543
8,415

9,168
10,556

9,811 9,544
8,382 8,426

9,190 8,943
12,868

9,009
10,174

11,699
12,793

11,65412,020

11,636
11,762

11,072

8,153

9,832 10,105

12,500
12,14912,330

10,99510,828
11,351

12,271 12,175

13,354

12,363

14,658

15,91115,665

14,71014,417
13,682

13,366

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

調査１件当たりの申告漏れ所得金額 不正申告１件当たりの不正脱漏所得金額

平成19事務年度の法人調査１件当たりの申告漏れ所得金額は昭和63事務年度と比べ、

約１．５倍に増加、不正１件当たり不正脱漏所得金額は約１．６倍に増加。

法人調査１件当たり申告漏れ所得金額及び不正申告１件当たり不正脱漏所得金額の推移千円

事務年度
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○ 国際化への取組

➢ 各国の税制や租税条約の違いを巧みに利用 ⇒国際的租税回避スキーム複雑・巧妙化 潜在化

・ 国外送金等に係る資料

調査等により把握した国際的租税回避に関する情報

・ 租税条約に基づく情報交換を積極的に活用

○ 富裕層に対する取組

➢ 投資ファンドの対日投資の増加、個人富裕層による資産の海外移転に関する課税問題が増加

・ 個人富裕層等に対する調査や資料情報を収集

・ 投資ファンドの運営会社や投資家等に対する実態解明を実施

○ ＩＴ化への取組

➢ 高度情報化の進展に伴い電子商取引等が拡大

・ 各国税局の「電子商取引専門調査チーム」を中心に資料情報の収集、調査手法の開発・蓄積を

実施

・ 企業の情報処理システムに係る実態把握や調査手法の開発を実施

収集・分析を実施
→ 事案の発掘や取引実態を解明
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○ 税目別告発事件の推移 

 

税目別の件数                                   （単位：件） 

年 度 
 

区 分 
１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ 

所 得 税 46 60 40 35 32 32 43 47 59 57 

法 人 税 110 81 99 111 105 104 98 86 78 62 

相 続 税 3 6 5 4 4 8 5 4 5 4 

消 費 税 － － 1 － 4 3 6 10 23 30 

源 泉 所 得 税 1 1 1 1 － － － 3 1 5 

合 計 160 148 146 151 145 147 152 150 166 158 

 

 

 

 国税査察の役割を果たしていくため、その時代に即した社会的に意義のある事件を幅広く取組んできており、今日では、

これまでの所得税事案や法人税事案に加え、国際化事案、金融・証券関係事案、消費税事案、相続税事案、源泉所得税事案、

無申告事案などの摘発に取組んでいる。 

 例えば、消費税事案については、国民の関心の高さや国税全体に占める消費税の割合などを踏まえ、従来から積極的に取り

組んでおり、平成 19年度の消費税事案の告発件数は、30件と過去最高の告発件数となった。 

国税査察の取組み 
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移 転 価 格 税 制 

○ 移転価格税制とは、国外関連者との取引について、その価格が第三者間の取引価格（独

立企業間価格）と異なることにより、我が国の課税所得が減尐している場合に、その取

引が独立企業間価格で行われたとみなして所得を計算し課税する制度で、昭和 61 年度税

制改正により導入。 

 ※ 国外関連者とは、我が国企業（法人）との間に次の特殊の関係のある外国法人 

① 一方の法人が他方の法人の株式等の 50％以上を直接・間接に保有する関係（持株関係） 

② 両方の法人が同一の者によってそれぞれその株式等の 50％以上を直接・間接に保有される関係  

（持株関係） 

③ 一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部を実質的に決定できる関係（実質支配関係） 

④ 一方の法人と他方の法人との間が、持株関係又は実質支配関係のいずれかで連鎖している関係  

 

○ 企業が租税回避の意図をもって恣意的な価格設定を行ったか否かは問わない。 

  （参考）OECD 移転価格ガイドライン（1.2）（抜粋） 

税務上の調整は、租税を最小限に抑えることや租税回避という意図が全くない場合にも行うことが

適切な場合がある。移転価格算定の検討は、たとえ移転価格政策が脱税又は租税回避の目的に用いら

れているかもしれない場合であっても、それらの問題の検討と混同されるべきではない。 
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事前確認の申出件数及び処理件数の推移

申出

処理

(注) 事前確認のうち約９割は相互協議を伴うものであり、その平均的な処理期間は平成19事務年度で約2年（米国は約2年半）となっている。

事務年度

○ 移転価格税制に係る事前確認（納税者の申出に基づき、海外の関連企業との取引の独立

企業間価格の算定方法について、税務当局が事前に確認を行うもの）の申出件数が増加して

おり、国税庁としては、的確かつ迅速な処理に努めているところ。
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相 互 協 議 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

相互協議事案の発生件数及び処理件数の推移
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○  二国間の租税条約に基づき、国際的な二重課税等条約に適合しない課税の排除を目的として、

各国の税務当局との間で協議を実施(協議相手国 24 ヶ国)しており、的確・迅速な処理に努力。 

《相互協議事案の発生件数・処理件数の推移》 
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滞納残高は依然高水準
滞納残高は近年は圧縮されているものの19年度で約1.7兆円と依然として高水
準。さらに滞納の累積・長期化が進展しており、処理の困難化が増大。

滞納の状況

滞 納 残 高 の 推 移
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1,450
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（注）１　各年度の対象期間は４月から翌年３月(出納整理期間を含む。）までである。

（注）２　かっこ書きは対前年同期比を示す。

 
  平成19年度においては、期限内収納の実現を図るため、期限内納付に関する広報の充実など、滞納の未然防止に努めまし
た。
  その結果、平成19年度の新規発生滞納額（平成19年度に新たに滞納となったものの額）は、8,825億円で、平成18年度（8,998億
円）より173億円減少（1.9％減）し、２年連続で前年度を下回っています。
  このうち、消費税については、3,984億円で、平成18年度（3,964億円）より20億円増加（0.5％増）しています。

新規発生滞納額の推移
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 滞納残高は、ピーク時に比べ大幅に減少しているものの、依然として高水準にあることに加え、消費税滞納については、
滞納全体に占める割合が年々上昇。
 このような状況を踏まえ、平成20年度においては、次の基本方針に基づき、滞納の着実な圧縮に努力。
○　世間の関心の強い消費税滞納の優先処理
○　厳正・的確な滞納整理による大口、悪質・処理困難事案の重点的処理
○　集中電話催告センター室を活用した少額滞納事案の効果的・効率的処理
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整理済額

滞納整理中のものの額

消費税の租税滞納状況

(注） 各年度の対象期間は４月から翌年３月（出納整理期間を含む。)までである。

対前年同期比

１００．３％

対前年度比

９８．６％
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増加する訴訟への対応
経済社会の高度化・複雑化に伴い増加する訴訟に適切に対応していくため

⇒ 課税処理の統一性・透明性を高め、適正性を確保（文書回答の充実）

納税者サービスの一環として、事前照会に対する回答を文書により行うとともに、その内容を公表

➢ 同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を確保

➢ 納税者利便の一層の向上を図る観点から、回答は原則3ヶ月以内の極力早期に行うよう努め

ることなどとする手続の見直しを平成20年3月に実施

⇒ 的確な事実認定に基づいた法令面の検討を十分に実施

➢ 最近の課税関係訴訟の状況は、経済取引の複雑化・多様化・国際化を反映し、タックスヘイ

ブン税制や移転価格税制などの国際取引に係る事件及び複数の海外取引や事業体（リミテッド

パートナーシップ等）を介在させて租税回避を企図する事件など、複雑な事実認定や微妙な法

解釈が争われる事件が増加

➢ 税務調査段階において的確な事実認定を行い（納税者の主張もよく聞きながら、具体的な

事象を的確に把握）、法令の解釈、適用を適正に実施

⇒ 審理事務の充実

➢ 局署の関係各課（部門）間の一層の協力関係を推進し、複雑・困難化する事案に対し的確な

課税処分を実施

➢ 調査審理を担当する職員のみならず、不服申立事務、訴訟事務を担当する職員の審理

能力の向上が図られるよう引き続き研修の充実に取り組む 27



○ 文書回答の照会件数及び回答件数の状況

○ 課税関係訴訟事件の終結状況

年度 

区分 
15 16 17 18 19 

照会 
件 

57 

件 

99 

件 

113 

件 

78 

件 

60 

回答 19 34 21 11 12 

 

年度 

区分 
10 

(10年度前) 
15 16 17 18 19 

 

終結 

件 

335 

件 

355 

件 

387 

件 

469 

件 

371 

件 

289 

敗訴 18 48 54 48 73 46 

 一部敗訴 13 25 23 30 28 20 

 全部敗訴 5 23 31 18 45 26 

敗訴割合 5.4％ 13.5％ 14.0％ 10.2％ 19.7％ 15.9％ 
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